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●分科会-1

本年4月からの個人情報保護法の全面施行に伴い，「自分

（の事務所）は個人情報取扱事業者に該当するのか」という疑

問から始まり，さまざまな疑問，問題意識を抱いている会員

が多いことと思われます。本講座では，そのような会員の問題

意識に答え，更には，依頼者からの個人情報保護法に関する

相談等の，弁護士業務にも役立つ講義を行ないます（講師：

古本晴英会員）。

●分科会-2

沖縄には日本国内に存在する米軍基地の7割が集中してい

ます。近時，日米地位協定改定の声も高まっております。し

かし，一般に，沖縄以外の都道府県における米軍基地問題の

関心は低いといわざるを得ません。人権擁護委員会では，毎

年沖縄を訪問し，日米地位協定改定議論をはじめ基地に端

を発するさまざまな問題（環境問題，教育問題，他）に取り

組んでまいりました。昨年8月に，米軍のヘリコプターが沖

縄国際大学に墜落した事件直後のDVDの上映を含めて，基

地問題の現状について，多角的な視野に立って討議したいと

考えています。現在，米軍基地の再編が話題になっていま

す。米軍基地に伴う人権侵害や日米地位協定に関わる法律

関係は，沖縄だけの問題ではありません。

●分科会-3

2009年4月の裁判所支部の立川移転を控え，支部会館の

建設，日本司法支援センター，公設事務所の新設など重要課

題を抱える多摩支部の現状と問題点について報告を受け意見

交換を行ないます。殊に多摩地区における国選，当番，少年

付添人については事件数の急増が予想されており，現状でも

不足している担当弁護士をどう確保するかが緊急の課題とな

「裁判員制度」「司法支援センター」「新会社法」の3テーマで全体討議
分科会は10テーマ，弁護士実務に直結する最新の話題を網羅

「個人情報保護法と弁護士業務
―法律事務所における対策も考察する―」

会員対象研修

今年度の夏期合同研究では， ①裁判員制度，②司法支
援センター，③新会社法の3つの課題を全体討議・全体研
修のテーマとします。
第1部「裁判員裁判における弁護のあり方」では，東京
地裁，東京地検，東京三弁護士会の三者間で実施した殺人
事件の模擬裁判を題材として，今秋施行予定の改正刑訴法
下の公判前整理手続における弁護人のあり方について検討
を進めます。第2部「東京地区における日本司法支援セン
ターの態勢確立を目指して」では，司法支援センター設立
後の刑事事件への対応態勢の確立等に向けて現状における

準備進捗状況の報告をうけて，パネルディスカッションや
意見交換を行ないます。第3部では，大改正が予定される
会社法について，新法が中小企業に及ぼす影響を中心にジ
ョイント講演を行ないます。
また，アップ・ツー・デートなテーマを満載した分科会
も午前10時から開催されます。
全体討議・全体研修終了後スタートする懇親会では，レイ
ンボーブリッジをバックに，お台場の夕景・夜景を十分にご
堪能いただけることでしょう。ぜひご参加をお願いします。
多くの会員の皆様が参加され活発な議論をお願いします。

■日　時
7月20日（水）10:00～20:00
●分科会 10:00～12:00（＊最長13:00まで）
●全体討議　13:00～18:00
●懇親会 18:00～20:00

■場　所
ホテル日航東京（港区台場1-9-1 TEL.03-5500-5500）

＊「新橋駅」より新交通「ゆりかもめ」利用，「台場駅」下車，ホテルに直結
＊「新木場駅」より「りんかい線」利用，「東京テレポート駅」下車，徒歩10分

■参加費（資料代，昼食，懇親会費込）
●～45期　　　　 5,000円
●46期～56期　　2,000円
●57期（新入会員） 無料

■申込締切
7月12日（火）

■問い合わせ先
司法調査課夏期合同研究担当 TEL.03-3581-2207

■■分科会（10:00～12:00）

7/20（水）夏期合同研究に参加しよう！

2005 年度東京弁護士会夏期合同研究のご案内

「沖縄から見る米軍基地と人権問題」
人権擁護委員会沖縄問題部会

「多摩支部の現状と問題点」
多摩支部
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っています。また，地域司法計画（素案）に基づき，今後の

多摩地区の裁判所と弁護士会のあり方につき，中，長期の展

望を検討します。

●分科会-4

成年後見人等に選任される方が増えていますが，実務上知

っておくべき問題点や判例を報告し，ディスカッションをい

たします。また，高齢者虐待防止法が制定されようとしてお

り，各自治体で権利擁護機関が設けられつつあるので，弁護

士として高齢者虐待や要介護者に関する困難事例に対応でき

る専門知識を身につける必要に迫られています。そのきっか

けとなる事例のケース検討を行ないます。いずれも具体的で

実務的なテーマですので，是非大勢の会員にご参加いただき

たいと思います。

●分科会-5

昨年の国会で，刑事訴訟法が改正されるとともに，総合法

律支援法，裁判員法が制定されました。さらに，5月には改正

民事訴訟法を受けた形で刑事訴訟規則の改正要綱も決定され，

刑事裁判が大きく変わろうとしています。新法，新規則は11

月から施行されますが，新法，新規則の下で十分な弁護活動

は可能でしょうか。昨年の合宿では，刑事訴訟法の改正を取

り上げましたが，刑事訴訟規則の改正を受けて，新法，新規

則の下で弁護活動を検討したいと思います。

●分科会-6

少年事件に興味があるが，少年と何をどう話せばよいのか

わからない。少年事件を担当しているが，自分の考えを押し

つけていないか，少年は心を開いてくれているのかわからな

い。そんな悩みはありませんか。この分科会はそんな皆様に

少年事件のコツをお教えします！ 模擬面接や，付添活動の

実例に即した疑問点，悩みを話し合う「付添人プラクティ

ス」を行ないますので是非ご参加下さい。

●分科会-7

アスベストは，高度成長時代に使用が推奨されました。耐

火性があり，鉄骨に吹き付けられたり，屋根に混ぜたりして

使われてきました。発がん性が指摘され，1975年に「吹き

付けアスベスト」が禁止されましたが，これまで過去40年間

に建材など約1,000万トン輸入されたものの多くがまだ都市

部（都内保育園，学校も含む）にあり，十分な対応がなされ

ていません。今後，建て替え・改築ラッシュが迫る中，どの

ような対策が必要か，専門家の方にお話を伺います。

●分科会-8

昨年に引き続き，自治体をテーマにして討議を行ないま

す。今年は，討議を一歩進め，都下の全自治体の法務担当

の皆さんにも参加を呼びかけ，これまで弁護士（会）が具体

的に取り組んできた活動ないし実践例（介護保険事業に関す

る名古屋弁護士会の取組み，行政介入暴力や自治体の私債

権の管理・回収についての取組み等）を紹介します。そして

それらを題材にしながら，弁護士（会）が取り組むべき分野

について討議を深め，自治体に対し真に価値ある法的サービ

スを提供するための仕組みを検討し，近い将来においてそれ

を制度化し，広く自治体に呼びかけたいと思っています。

●分科会-9

2005年5月18日，約100年ぶりに，監獄法を改正する

「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」が参議院で可

決され成立しました。既決の受刑者の刑務所における処遇に

ついては大きな改革が実現しました。積み残された未決拘禁

者と死刑確定囚についての処遇に関する法案について，法務

省は，来年の通常国会に提出することを予定しており，その

ための日弁連と警察庁・法務省との三者協議がまもなく始ま

る予定です。そこで，未決拘禁者の処遇について，代用監獄

問題を中心としながら討論を深めるとともに今後の運動方針

を議論したいと思います。

●分科会-10

本年4月1日から，従前の「弁護士倫理」に替わり，弁護

士の職務に関する倫理と行為規範を定めた「弁護士職務基本

規程」が施行されました。同規程について会員の基礎的理解

「改正刑事訴訟法と刑事訴訟規則の問題点」
刑事弁護委員会

「面接から始める少年事件」
子どもの人権と少年法に関する特別委員会

「弁護士職務基本規程」
弁護士倫理特別委員会

「建て替えラッシュにむけて，アスベスト
対策は大丈夫か？」

公害・環境特別委員会

「Ⅰ成年後見人の実務と判例さまざま
Ⅱ要介護高齢者相談事例から学ぶ」

高齢者・障害者の権利に関する特別委員会

「未決拘禁者の処遇について考える
―代用監獄問題を中心に―」
刑事法対策特別委員会・刑事拘禁制度改革実現本部

「行政・自治体の活動における弁護士の具体的
な取組みとその方策―弁護士による法的サービ
ス提供の実践例と今後の取組―」

弁護士業務改革委員会
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の促進を図るため，弁護士倫理委員会を中心に，綱紀委員

会，紛議調停委員会等，関連の委員会の参加・協力を得て，

討議を行ないます（弁護士倫理との運用上の基本的相違，新

設された規定で注意すべき部分，議論の分かれる部分の理解

と対応など）。関連委員会に所属されない会員の方々にも多

数ご参加いただき活発な討議をしたいと思いますので，是非

ご参加下さい。

●第1部（13:00～14:30）

本年11月に実施される改正刑訴法下の公判前整理手続及

び裁判員裁判における弁護人のあり方について，本年5月に

東京地裁806号法廷で実施された模擬裁判員裁判の具体的

事例を題材に，証拠開示，証明予定事実書面，冒頭陳述な

どの手続を具体的に検討します。

●第2部（14:40～16:10）

日本司法支援センター設立後の刑事弁護態勢をどう構築

するか，特に被疑者国選の東京地区の対応態勢確立がメイン

テーマです。支援センターの業務内容・組織・運用・対応態

勢・東京の課題等についての矢澤昌司会員の基調報告の後，

日弁連の推進本部から宮闢誠氏，支援センター東京地方準

備会から軍司育雄氏，三会司法支援センター協議会から亀井

時子氏の各団体の責任者に参加いただき，インタビューの

後，メインテーマについての会場でのディスカッションをい

たします。

●第3部（16:20～17:50）

新会社法のうち，中小企業に大きく影響すると思われる株

式関係制度，最低資本金の緩和，機関設計などについて，内

藤良祐，河和哲雄両会社法部部員がジョイント講演を行ない

ます（総合司会：本渡章会社法部副部長）。

討議終了後は，懇親会を開催します。ふるってご参加下さ

い。豪華景品付抽選会もあります!!

■■全体討議（13:00～18:00）

7/20（水）夏期合同研究に参加しよう！

■■懇親会（18:00～20:00）

「裁判員裁判における弁護のあり方」

「東京地区における日本司法支援センター
の態勢確立を目指して」

「新会社法
―中小企業への影響を中心に―」

推薦方法
候補者の推薦は，東京弁護士会総務課「人権
賞」係までご連絡ください。推薦用紙をご送付
させていただきます。
なお，応募書類は選考委員に提供し，選考の
ために使用いたします。返却いたしませんので
ご了承ください。
推薦された方々につき，選考委員会の審議を
経て，11月中に被表彰者を決定し，東京弁護士
会の新年式（2006年1月10日）において表彰
（副賞としてテミス像と50万円を贈呈）します。
詳しくは，当会ホームページを参照ください。
http://www.toben.or.jp/ 

推薦の締切り： 8 月 31 日（水）

東京弁護士会人権賞が発足してから本年度で
第20回目を迎えます。
この賞は，本会及び民間の個人，グループ，

団体の優れた人権擁護活動を表彰し，基本的人
権の定着，発展に寄与しようとするものです。い
わば在野の人権活動に光をあて，これらの人々
を励まし，より一層の人権活動が活発になるこ
とを目指すものです。過去の受賞者は，個人が
27人，グループが20団体です。
本年度も，会員及び読者の皆様より，多数の

ご推薦をいただきたくお願い申し上げます（自薦
他薦を問いませんが，他薦の場合は，対象者の
方の了解を事前にお取りください）。

◇◇東京弁護士会人権賞 候補者推薦のお願い◇◇

■問い合わせ先：総務課「人権賞」係　TEL.03-3581-2204


